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平成３０年度法務省委託事業 

人権啓発教材「あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権」改訂版の 

発送作業等請負業務に関する入札（仕様書） 

 

１ 概要 

全国の国公立及び私立の中学校３年生、法務省人権擁護局及び全国の法務局・地方法

務局等に対して配布する冊子の発送業務にかかる入札。 

※本テキストの印刷・製本に関する入札については、別途実施。 

 

２ 発注内容 

合計１１，１０６か所（全国の国公立及び私立の中学校３年生（１１，０５６校／希望

しない中学校は除く）、法務省人権擁護局及び全国の法務局・地方法務局等（５０局））

に対して配布する冊子１,４１０,０４０部の梱包・発送に必要な一切の業務。 

 

３ 仕様等 

（１）冊子の発送 

  ア 規格等 ： Ａ５判 

  イ ページ数： ２４ページ（表紙含む） 

ウ 重さ  ： １冊あたり約３３g 

 

（２）発送先 

ア 全国の中学校（１１，０５６校）に、１，３１２，９３０部を別添：全国中学校

送付先別配布数リストの部数（別添 01-04）発送することとして算出する。 

※ 各学校納品部数は第３学年生徒数となるため、学校ごとに異なる。 

イ 全国の法務局・地方法務局 (５０局) に、９７,１１０部を別添：法務局・地方 

法務局発送内訳の部数（別添 05）を発送することとして算出する。 

 

（３）送付状の印刷／発送 

    発送先のうち「（２）発送先ア」については、１件ごとに送付状（Ａ４判片面・墨一

色）を各２枚同梱する。 

   ※送付状は普通学校宛とその他養護学校等特殊支援学校等宛の２種類で、異なる種類の

ものを封入。 

   送付状用紙は支給しない。 

   送付状データ（PDF）は、当センターより提供する。 

  

（４）発送物の搬入期間等   

ア 平成３０年１２月２０日（木）以降～ 

イ 数回に分けて搬入。 
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※ 搬入日等については、当センターが指定する印刷会社と調整すること。 

ウ 梱包用紙、封筒は支給しない。 

エ 発送物は、印刷業者から直接受託者に送付する（運賃は印刷業者の負担）。 

 

（５） 宛先ラベルの作成 

    宛先リストをエクセルデータにて支給 

 

（６） 発送完了後、納品書及び、品名及び数量を記載した発送伝票（控、写しでも可）

を一括し、最終発送日より２週間を目安に当センター担当者に提出すること。 

  

４ 納期（発送完了日） 

平成３０年１月１５日（火）＜※厳守＞＜前倒し可＞ 

 

５ 提出書類等 

 （１）提出書類 

   ア 入札書（別紙の様式を使用し封緘すること） 

   イ 工程表 

   ウ 委任状（書式自由。代表者が入札する場合は不要） 

   エ 全省庁一般競争（指名競争）参加資格審査結果通知表の写し 

 （２）開札 

   平成３０年１１月２６日（水）１５:００～ 

   ※ 当センター応接室にて実施 

 

６ スケジュール 

 ２０１８/１１/１６    情報開示   

 ２０１８/１１/２６ １５:００～   開札→落札者決定／落札者と打合せ 

 ２０１８/１２/１２以降(発送業者と調整のこと) 第一回印刷物受渡。封入発送作業開始 

２０１８/１２/２０     印刷物最終受渡 

２０１９/０１/１５     発送完了（前倒し可） 

 

７ その他 

 （１） 最低価格による応札者を受注者に決定する。 

 （２） 応募に当たっての提出書類は返却しない。 

 （３） 本入札の参加に要する経費は、参加者負担とする。 

 （４） 開札は当センター内において入札者の面前で行う。 

 （５） 必要に応じて、法務省人権擁護局、当センター及び受注者の三者で協議を行う

場合がある。 

 （６） 受注者は、本件発送業務を円滑に行うため、当センター担当職員との連絡窓口

担当者を置くものとする。 

 （７） 連絡窓口担当者は、必要に応じて当センター担当職員が不定期に開催する打合
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せ会等に参加するものとする。 

 （８） 連絡窓口担当者は、緊急の対応を要する場合を想定し、常時連絡が取れる体制

を執るものとする。 

 （９） 契約書及び本仕様書に係る部分に疑義を生じた事項並びに発送作業に係る定め

のない事項については、当センター担当職員と協議して決定するものとする。 

 （１０）受注者は、発送するに当たり知り得た法務行政等に関する情報について、本業

務以外の業務への使用及び第三者に対する一切の漏洩を行ってはならない。 

 （１１）入札書への必要事項の記載漏れや押印漏れ、提出書類の不備等は失格となるた

め、提出前に十分確認すること。 

 （１２）契約後、本仕様に従わないと認められる場合には、契約を解除することがある。

その場合、解除までに要した経費その他の費用は受注者の負担とする。また、受

注者の責めに帰すべき事由がある場合には、当センターから違約金を請求する場

合がある。 

（１３）本業務については、第三者への一括再委託は行わないこと。 

（１４）本入札への参加を希望する場合は、その旨を１１月２２日（木）までに当セン

ター担当職員まで口頭または Eメール等にて一報のこと。 

 

 

８ 監督及び検査 

   本件業務の適正な履行を確保するため、受注者への必要な監督及び作業完了の検査

は、以下の当センター職員が行う。なお、異動等により職員が交代した場合は、後任

の職員がこれを行う。 

（１）検査職員： 総務部長 上原 雅子 

 （２）監督職員： 事務局長 上杉 憲章 

 

９ 問合せ先・提出先 

  公益財団法人人権教育啓発推進センター 事業部第３係 月花 

〒１０５-００１２ 東京都港区芝大門２-１０-１２ ＫＤＸ芝大門ビル 4Ｆ 

ＴＥＬ ０３-５７７７-１８０２（代表） ／ ＦＡＸ ０３-５７７７-１８０３ 

Ｅメール ｇｅｋｋａ＠ｊｉｎｋｅｎ.ｏｒ.ｊｐ 

ウエブサイト ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｎｋｅｎ．ｏｒ．ｊｐ／ 

…………………………………………………………………………… 

公益財団法人人権教育啓発推進センターツイッター 

＠Ｊｉｎｋｅｎ＿Ｃｅｎｔｅｒ 

ＹｏｕＴｕｂｅ人権チャンネル 

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｙｏｕｔｕｂｅ．ｃｏｍ／ｊｉｎｋｅｎｃｈａｎｎｅｌ 

人権ライブラリー 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｎｋｅｎ-ｌｉｂｒａｒｙ．ｊｐ／ 

 


